
 

 

枚方京田辺環境施設組合事務決裁規程 

平成２８年７月１日 

訓令第１号 

改正 平成３０年４月１日訓令第１号 

改正 令和２年４月１日訓令第１号 

（目的） 

第１条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の処理についての決裁の区分

及び手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的か

つ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。 

（用語） 

第２条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 決裁 管理者、管理者の権限を委任された者及び専決する権限を有

する者（以下「決裁権者」という。）が、その権限に属する事務につ

いて、最終的にその意思を決定することをいう。 

（２） 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時、管理者に代わって決 

裁することをいう。 

（３） 代決 決裁権者が不在（出張、病気その他の理由により決裁又は専

決ができない状態をいう。以下同じ。）の場合に、その者に代わって

決裁又は専決することをいう。 

（４） 事務局長 枚方京田辺環境施設組合事務局組織規則（平成２８年枚

方京田辺環境施設組合規則第１号。以下「組織規則」という。）第３

条第１項の事務局長をいう。 

（５） 事務局次長 組織規則第３条第１項の事務局次長をいう。 

（６） 参事 組織規則第３条第２項の参事をいう。 

（７） 主幹 組織規則第３条第２項の主幹をいう。 

（決裁の順序） 

第３条 決裁は、原則として、その決裁を受けるべき事項に係る事務を所管し

、又は担当する主幹及び参事から順次所属上司の意思決定を経て、管理者又

は専決者の決裁を受けるものとする。 



 

 

（決裁及び専決事項） 

第４条 管理者の決裁すべき事項並びに事務局長及び事務局次長が専決するこ

とができる事項は、概ね別表のとおりとする。 

２ 前項に定める管理者の決裁すべき事項に準じ重要又は異例と認められるも

のについては、管理者の決裁を受けなければならない。 

３ 第１項に定めるもののほか、事務局長は、管理者の決裁を要しない事項の

うち、比較的重要なものについて専決することができる。 

４ 第１項に定めるもののほか、事務局次長は、事務局長の決裁を要しない軽

易な事項について専決することができる。 

（専決の制限） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、管理者の決裁を受けなければならない。 

（１） 異例又は先例となると認められるもの 

（２） 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの 

（３） 法令の解釈上疑義があるもの 

（４） 政治性を伴うもの 

（専決の報告） 

第６条 専決者は、専決した場合において、必要があると認めるときは、当該

専決した事項を所属上司に報告しなければならない。 

（代決） 

第７条 管理者の決裁を受けるべき事項又は専決者が専決する事項について、

管理者又は専決者が不在であるときは、次の表の左欄の区分に応じ、同表の

右欄に定める者が同欄に定める順序により、その事項を代決することができ

る。 

管理者・専決者の区分 代決することができる者 

管理者 事務局長 

事務局長 １ 事務局次長 

２ 参事（担当する事務に限る。） 

事務局次長 １ 参事（担当する事務に限る。） 



 

 

２ 主幹（担当する事務に限る。） 

２ 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる

。ただし、あらかじめ、その処理について、代決してはならないと指示を受

けた事項については、代決することができない。 

３ 代決する者は、当該代決する者又は代決する者より上位の職にある者に対

する出張命令、時間外勤務命令、有給休暇の承認等に関する事項については

、代決することができない。 

（代決の報告） 

第８条 代決した者は、代決した事項のうち必要と認められるものについては

、事後速やかに所属上司に報告し、又は所属上司の閲覧に供しなければなら

ない。 

附 則 

この訓令は、平成２８年７月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年４月１日訓令第１号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則（令和２年４月１日訓令第１号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

１ 庶務に関する事項 

事項 決裁・専決区分 

事務局

次長 

事務局長 管理者 

１ 組合行政の総合企画、

政策及び運営に関するこ

と。 

  ○ 

２ 事業計画の決定及び実

施方針に関すること。 

  ○ 

３ 組合議会の招集、提出

議案及び報告資料に関す

  ○ 



 

 

ること。 

４ 専決処分を行うこと。   ○ 

５ 儀式、表彰等に関する

こと。 

  ○ 

６ 各種行事の施行に関す

ること。 

 ○  

７ 条例、規則等の制定及

び改廃に関すること。 

  ○ 

８ 訴訟、和解、あっせん

及び調停を行うこと。 

  ○ 

９ 審査請求を行い、又は 

処理すること。 

  ○ 

１０ 附属機関等に対する

諮問事項を決定するこ

と。 

  ○ 

１１ 公示、令達、告示及 

び公表に関すること。 

 

 （１） 重要と認められ 

るもの 

  ○ 

 （２） 前号を除くもの  ○  

１２ 国及び府に対する申

請又は要望を行うこと

。 

 

 （１） 重要と認められ 

るもの 

  ○ 

（２） 前号を除くもの  ○  



 

 

１３ 通知、申請、届出、 

報告、照会、回答、証 

明及び閲覧に関するこ 

と。 

 

 （１） 重要と認められ 

るもの 

 ○  

（２） 前号を除くもの ○   

１４ 公印に関すること。  

 （１） 新調、改刻及び 

廃止に関すること 

。 

  ○ 

（２） 印影の印刷に関 

すること。 

 ○  

（３） 保管及び使用に 

関すること。 

○   

１５ 資料の収集、作成、 

提出、提供及び配布の 

決定に関すること。 

 

 （１） 重要と認められ 

るもの 

 ○  

（２） 前号を除くもの ○   

１６ 文書の収受、発送及 

び保存に関すること。 

○   

１７ 特別職の非常勤職員

の任免（別に定めのあ

る者を除く。）を行い

、報酬額を決定するこ

と。 

  ○ 

１８ 関係機関及び各種団  



 

 

体との連絡調整に関す 

ること。 

 （１） 重要と認められ 

るもの 

 ○  

（２） 前号を除くもの ○   

１９ 公用車の管理に関す 

ること。 

○   

２０ 公用車の事故報告に 

関すること。 

  ○ 

２１ 公用車の交通事故等 

の示談に関すること。 

  ○ 

２２ 公文書開示可否及び 

個人情報開示可否の決 

定に関すること。 

 ○  

２ 職員に関する事項 

事項 区分 

事務局

次長 

事務局長 管理者 

１ 出張を命じ、その報告

を受けること。 

 

 （１） 事務局長    ○ 

（２） 事務局次長  ○  

（３） 前２号に掲げる 

以外の者 

○   

２ 特別の勤務に従事する

職員の週休日及び勤務時

間の割振りを定めること

。 

   

 （１） 事務局長    ○ 



 

 

（２） 事務局次長  ○  

（３） 前２号に掲げる 

以外の者 

○   

３ 週休日の振替、半日勤

務時間の割振り変更、時

間外勤務代休時間の指定

及び休日の勤務に替えて 

   

 の他の勤務日の勤務の免

除（休日における勤務命

令に伴う勤務時間の割振

りの臨時変更を含む。）

を行うこと。 

   

 （１） 事務局長    ○ 

（２） 事務局次長  ○  

（３） 前２号に掲げる 

以外の者 

○   

４ 休暇、欠勤、職務専念 

義務の免除を承認するこ

と。 

    

  （１） 事務局長      ○ 

（２）  事務局次長   ○   

（３） 前２号に掲げる以 

外の者 

○ 

  

    

５ 職員の任免、分限及び 

懲戒処分に関すること。 

   ○ 

６ 時間外勤務及び休日勤

務を命ずること。 

 

  （１） 事務局長    ○ 

（２） 事務局次長    ○  



 

 

（３） 前２号に掲げる以 

外の者 

○ 

  

    

７ 所属職員の研修に関す 

ること。 

○     

８ 職員の所属内配置（辞 

令により職の定まってい 

る者を除く。）に関する 

   ○   

 こと。    

９ 所属職員の事務分担に

関すること。 

   ○   

３ 財務に関する事項 

（１） 一般的事項 

事項 決裁・専決区分 摘要 

事務局

次長 

事務局長 管理者  

１ 予算見積書、予算執行

計画書及び決算資料を作

成すること。 

○       

２ 予算の流用を決定する

こと。 

  

 （１） １００万円以上     ○  

（２） ２０万円以上１ 

００万円未満 

  ○   

（３） ２０万円未満 ○     

（４） 細節流用 ○   

３ 予備費の充用を決定す

ること。 

   ○  

４ 起債計画書を提出する

こと。 

 ○   



 

 

５ 起債の許可申請又は借

入れを行うこと。 

 ○   

６ 国及び府に対する負担

金、補助金等の交付申請

、実績報告及び交付請求

を行うこと。 

 ○   

７ 歳入の調定を決定する   

 こと。  

  （１） ５００万円以上   ○   会計管理者合議 

（２） ５００万円未満 ○       

８ 過誤納金還付（充当） 

を決定すること。 

  ○    

９ 不納欠損の決定及び更

正を行うこと。 

  ○  会計管理者合議 

１０ 所属内の決算資料を 

作成すること。 

○    

１１ 落札者を決定するこ 

と。 

○    

１２ 長期継続契約（初年 

度に限る。）を決定す 

ること。 

  ○    

１３ 収入（手数料、貸付 

金、使用料、占用料及 

び負担金をいう。次号 

において同じ。）の納 

付及び督促をすること 

。 

○     

１４ 収入の全部又は一部 

の減免を決定すること 

  ○   



 

 

。 

１５ 精算命令を決定する 

こと。 

  ○    

１６ 戻入命令を決定する 

こと。 

  ○    

１７ 振替命令を決定する 

こと。 

  ○    

１８ 業務完了報告書を受 

理すること。 

 

 （１） 特に重要と認め 

られるもの 

 

  ○ （３） 支出負 

担行為、支 

出命令等に 

関する事項 

中支出負担 

行為の区分 

における各 

決裁・専決 

区分（合議 

先を除く。 

）に対応す 

るものとす 

る。 

（２） 重要と認められ 

るもの 

 ○  

（３） 軽易と認められ 

るもの 

○   

１９ 検査調書を確認する 

こと。 

 

 （１） 特に重要と認め 

られるもの 

 

 

  ○ （３） 支出負 

担行為、支 

出命令等に 

関する事項 



 

 

 （２） 重要と認められ 

るもの 

 

 

 ○  中支出負担 

行為の区分 

における各 

決裁・専決 

区分（合議 

先を除く。 

）に対応す 

るものとす 

 （３） 軽易と認められ 

るもの 

○   

       る。 

（２） 財産に関する事項 

事項 決裁・専決区分 摘要 

事務局

次長 

事務局長 管理者 

１ 財産の取得の決定に関 

すること。 

  

  

 ○  

  

２ 財産の貸付け又は私権 

の設定に関すること。 

  

  

  ○  

  

３ 行政財産の用途の廃止 

又は変更に関すること。 

  

  

  ○  

 

４ 財産の使用を許可する 

こと。 

  ○    

  

５ 財産の管理に関するこ 

と。 

○       

６ 財産の台帳整理及び保 

管に関すること。 

○ 

  

    

  

 

  

７ 物品の交換、譲与、譲 

渡、貸付け又は廃棄処分 

に関すること。 

  

 （１） １００万円以上   ○  



 

 

（２） ２０万円以上１ 

００万円未満 

 ○   

（３） ２０万円未満 ○    

８ 物品の管理（貸付けを 

除く。）に関すること。 

○ 

  

    

  

 

 

９ 備品台帳の整理及び保 

管に関すること。 

○     

  

  

  

１０ 不動産、物品、現金   

等の寄附（負担付寄附 

を除く。）受納を決定 

すること。 

   

 

 

  （１） 重要と認められ 

るもの 

  

  

  ○  

（２） 軽易と認められ 

るもの 

  

  

○  

１１ 組合所有地の境界確 

定に関すること。 

  

  

 ○   

  

１２ 施設の使用許可に関 

すること。 

    

  

  （１） 目的外使用の許 

可 

  ○  

（２） 目的内使用の許 

可 

○       

（３） 支出負担行為、支出命令等に関する事項 

事項 決裁・専決区分  摘要 

事務局

次長 

事務局長 管理者 

１節 報酬     

    （１） 支出負担行為 ○     



 

 

（２） 支出命令 ○     

２節 給料    

  （１） 支出負担行為 ○     

（２） 支出命令 ○     

３節 職員手当等    

  （１） 支出負担行為 ○     

（２） 支出命令 ○      

４節 共済費    

 （１） 支出負担行為 ○    

（２） 支出命令 ○     

５節 災害補償費    

 （１） 支出負担行為 

 ア ３００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上３ 

００万円未満 

  ○  

ウ １００万円未満 ○     

（２） 支出命令    

  ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

７節 報償費（物品購入）     

    （１） 支出負担行為 

  ア ３００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上３

００万円未満 

  ○  

ウ １００万円未満 ○     

（２） 支出命令    

 ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○   

７節 報償費（その他）   



 

 

 （１） 支出負担行為 

 ア ５０万円以上   ○  会計管理者合議

（２００万円以

上） 

 イ ５０万円未満 ○     

（２） 支出命令    

  ア ５０万円以上   ○    

イ ５０万円未満 ○    

８節 旅費     

 （１） 支出負担行為 

  ア ５０万円以上   ○  

イ ５０万円未満 ○   

（２） 支出命令   

 ア ５０万円以上   ○   

イ ５０万円未満 ○   

９節 交際費     

    （１） 支出負担行為 

 ア ２０万円以上     ○ 会計管理者合議

（１０万円以上 

） 

イ ５万円以上２０万

円未満 

 ○  

ウ ５万円未満 ○     

  （２） 支出命令   

 ア ５万円以上  ○   

イ ５万円未満 ○   

１０節 需用費（食糧費）     

   （１）支出負担行為 

  ア ２０万円以上   ○ 

イ ５万円以上２０万

円未満 

 

 

○  



 

 

ウ ５万円未満 ○   

（２） 支出命令        

  ア ５万円以上   ○   

イ ５万円未満 ○   

１０節 需用費（食糧費以   

外）   

  （１） 支出負担行為 

  ア ５００万円以上   ○ 会計管理者合議 

 イ １００万円以上５

００万円未満 

 ○  （２００万円以

上） 

ウ １００万円未満 ○    

（２） 支出命令   

  ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

１１節 役務費   

  

 

 （１）支出負担行為 

 ア ５００万円以上   ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上５

００万円未満 

 ○  

ウ １００万円未満 ○    

（２） 支出命令    

  ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

１２節 委託料    

 （１） 支出負担行為  

 ア ５００万円以上   ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ ２００万円以上５

００万円未満 

 ○  

ウ ２００万円未満 ○    



 

 

（２） 支出命令  

 ア １００万円以上   ○  

イ １００万円未満 ○    

１３節 使用料及び賃借料   

 （１） 支出負担行為   

 ア ５００万円以上   ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上５

００万円未満 

 ○  

ウ １００万円未満 ○    

 （２） 支出命令  

 ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

１４節 工事請負費     

 （１） 支出負担行為 

  ア １，０００万円以

上 

  ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

 

イ ３００万円以上１

，０００万円未満 

 

 

○  

ウ ３００万円未満 ○   

（２） 支出命令    

 ア １，０００万円以

上 

  ○   

イ １，０００万円未

満 

○    

１５節 原材料費     

 （１） 支出負担行為 

 ア ５００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上５

００万円未満 

  

  

○  



 

 

ウ １００万円未満 ○     

（２） 支出命令    

 ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

１６節 公有財産購入費   

  （１） 支出負担行為   

   ア １，０００万円以

上 

  ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

  

  イ ３００万円以上１

，０００万円未満 

 

 

○  

ウ ３００万円未満 ○   

（２） 支出命令    

  ア １，０００万円以

上 

 ○   

イ １，０００万円未

満 

○   

１７節 備品購入費    

 （１） 支出負担行為 

 ア ５００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上）  

イ １００万円以上５

００万円未満 

  

  

○  

ウ １００万円未満 ○      

（２） 支出命令    

 ア １００万円以上   ○   

イ １００万円未満 ○    

１８節 負担金、補助及び 

   交付金 

    

  

   （１） 支出負担行為 

  ア ５００万円以上   ○ 会計管理者合議



 

 

 イ １００万円以上５

００万円未満 

 ○  

 

（２００万円以

上）  

 ウ １００万円未満 ○    

（２） 支出命令   

  ア １００万円以上  ○   

イ １００万円未満 ○   

１９節 扶助費   

  （１） 支出負担行為 

   ア ５０万円以上  ○  

 イ ５０万円未満 ○   

 （２） 支出命令 ○     

２０節 貸付金     

 （１） 支出負担行為 

 ア ５００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上５

００万円未満 

    ○  

 

ウ １００万円未満 ○     

（２） 支出命令   

  ア １００万円以上  ○    

  イ １００万円未満 ○   

２１節 補償、補填及び賠    

   償金 

    

 （１） 支出負担行為 

 ア １，０００万円以

上 

  ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） イ ３００万円以上１

，０００万円未満 

 ○  

ウ ３００万円未満 ○   

（２） 支出命令    



 

 

  ア １，０００万円以

上 

  ○   

イ １，０００万円未

満 

○    

２２節 償還金、利子及び     

   割引料   

 （１） 支出負担行為   

  ア ５００万円以上     ○ 会計管理者合議

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上５

００万円未満 

    ○  

 

ウ １００万円未満 ○     

  （２） 支出命令   

 ア １００万円以上  ○   

イ １００万円未満 ○     

２４節 積立金    

  （１） 支出負担行為 

  ア ３００万円以上   ○ 会計管理者合議  

（２００万円以

上） 

イ １００万円以上３

００万円未満 

 

 

○  

ウ １００万円未満 ○    

（２） 支出命令   

  ア １００万円以上   ○   

 イ １００万円未満 ○    

２６節 公課費     

  

  

  （１） 支出負担行為 ○    

（２） 支出命令 ○    

２７節 繰出金     

  （１） 支出負担行為 

  ア ５００万円以上     ○ 会計管理者合議



 

 

４ 工事に関する事項 

事項 決裁・専決区分 摘要 

事務局 事務局長 管理者 

 次長    

１ 工事内容を変更するこ

と。 

  

 （１） １，０００万円 

以上 

  ○ 会計管理者合議 

（２００万円以 

上）  （２） ３００万円以上 

１，０００万円未 

満 

 ○  

 （３） ３００万円未満 ○   

２ 工事施工に伴う不動産

借受けの短期契約をする

こと。 

  ○   

  

  

３ 契約に伴う提出書類を

承認すること。 

  ○   

４ 工事監督に係る書類を

受理又は承認すること。 

○   

  

  

  

  

５ 工事完成届及び業務完

了報告書を受理すること

。 

   

  （１） １，０００万円 

以上 

  ○ 

イ ５００万円未満 

 

  ○  （２００万円以

上） 

（２） 支出命令    

  ア １００万円以上   ○  

イ １００万円未満 ○   



 

 

（２） ３００万円以上 

１，０００万円未 

満 

 ○  

 

（３） ３００万円未満 ○   

６ 検査調書を確認するこ 

と。 

   

  （１） １，０００万円 

以上 

    

  

○ 

（２） ３００万円以上 

１，０００万円未 

満 

  ○  

  

（３） ３００万円未満 ○     

７ 工事等目的物引渡書を

受理すること。 

    

  （１） １，０００万円 

以上 

    ○ 

（２） ３００万円以上 

１，０００万円未 

満 

  ○  

  

（３） ３００万円未満 ○     

 注 ○印は決裁又は専決権の所在を示す。 

 

 

 

 


